
平成26年土地動態調査結果

平成28年３月

国土交通省　土地・建設産業局



 

利用者のために 

 

１ 調査の概要 

（１）調査目的 

「土地動態調査」は、企業の土地の所有、利用状況等の実態を把握し、土地政策に必要な

基礎資料を整備することを目的としている。 

 
（２）調査対象 

資本金１億円以上の会社法人及び相互会社約31,000法人から、無作為に抽出した約26,000

法人を調査対象とする。 

 
（３）調査の時期 

調査は、平成 26 年１月１日現在により実施した。 
購入・売却の期間は、平成 25 年１月１日から平成 25 年 12 月 31 日の期間としている。 

 
（４）調査事項 

本報告書では、資本金１億円以上の会社法人について、以下の項目を取りまとめた。 

①法人について（組織形態、法人の本所・本社・本店の所在地等） 

②土地の所有状況について（所有する土地の有無、土地の購入・売却の有無等） 

③所有する土地について（所有する土地の都道府県別・資産別面積、未利用地の面積） 

④土地の購入・売却の状況について（購入・売却した土地の資産別面積、帳簿価格、区画数） 

 

（５）調査の方法 

調査は往復郵送により、国土交通省が実施した。なお、希望する法人についてはオンライ

ンによる回収も併せて実施した。 
 
（６）調査票の回収状況 

・調査票発送件数・・・調査票を発送した件数                26,389 件 

・有効調査票発送件数（ａ）・・・宛先不明や廃業等を除いた調査票発送件数  25,385 件 

（※調査対象法人数に当たる） 

・回収調査票数（ｂ）・・・回収された調査票数               17,059 件 

（※回収法人数に当たる） 

・回収率 ＝ 回収調査票数 ／ 有効調査票発送件数（ｂ／ａ）         67.2％ 

 

（７）結果の推定方法 

調査結果に、標本抽出の層ごとに抽出率の逆数と回収率の逆数を乗じて合算した。この際、

回収法人数が 0 となった層については、資本金、業種などの区分や、「平成 25 年法人土地・

建物基本調査」の結果における平均所有面積の近い層と併合して回収率を算出した。母集団

の法人数は、抽出枠の法人数を基に廃業等を除いて算出した。以上により、総計の推定値は

次の式で表される。 



 

  

 

（８）結果の公表 

この調査の集計結果は、調査結果報告書及びインターネットで公表する。 
 
 
（参考）土地動態調査の沿革 

平成 26 年に統計法（平成 19 年法律第 53 号）に基づく一般統計調査として第１回を実施し

た。なお、この調査は、昭和 48 年から平成 24 年まで毎年実施していた「企業の土地取得状

況等に関する調査」（以下、「企業土地調査」という。）の後継に当たる調査であり、平成 25

年は「法人土地・建物基本調査」に統合して調査を実施したものである。 

従前実施されてきた調査の詳細は下記のとおりである。 

 

○ 法人土地・建物基本調査 

平成 25 年に統計法（平成 19 年法律第 53 号）に基づく基幹統計調査として実施 

 

○ 企業の土地取得状況等に関する調査 

昭和 48 年に統計報告調整法に基づく承認統計調査として第１回を実施し、平成 24 年ま

で毎年実施 
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２ 調査結果の注意事項 

（１）数値について 

この調査の集計結果は、標本調査による推定値である。また、統計表は、それぞれ表章単

位未満を四捨五入して表章した。このため、以下について留意する必要がある。 
①表中個々の内訳数字の合計は、必ずしも総数とは一致しない。 
②面積に関する統計表については、「総数」または「計」が調査票記入単位未満である「０

千㎡」に該当する場合、内訳の「割合」は便宜上すべて「－」で表章した。 
③「割合」、「１法人当たりの面積」、「同帳簿価格」、「１支所当たりの面積」、「１区画当た

りの面積」、「同帳簿価格」、「面積の増減」、「帳簿価格の増減」については、すべて小数

点以下を含めたまま算出していることから、統計表の実数値で計算した場合、表章と異

なる場合がある。このため、統計表にある当該数値はあくまで参考値での扱いとされた

い。 
 
（２）記号等について 

統計表中に用いている記号等は、以下のとおりである。 

「０」または「0.0」：調査または集計したが、該当数字が表章単位に満たないもの 

「－」：調査または集計したが、該当数字がなかったもの、数字が得られないもの 

「△」：数値の差引計算の結果、負数となったもの 

 
３ 用語の解説 
 
○ 法人 

法律の規定によって法人格を認められているもののうち事業を経営しているものをいう

（国及び地方公共団体を除く）。 
 
○ 会社 

株式会社（有限会社含む）、合名会社・合資会社、合同会社及び相互会社をいう。 
 
○ 資本金、出資金又は基金の額 

株式会社（有限会社含む）については資本金の額を、合名会社及び合資会社については出

資金の額を、相互会社については基金の額をいう。 
統計表では、「資本金」として表章している。 

 
○ 上場 

証券取引所に株式を公開することをいう｡なお､本調査では､以下のとおりに区分して表章｡ 

・東証一部、名証一部に上場 

東証一部、名証一部に株式を公開している場合。 

・東証一部、名証一部以外で上場 

上記以外の東証二部やマザーズ、ジャスダック、地方市場等の証券取引所に株式を公開

している場合。 

・上場していない 

証券取引所に株式を公開しない非上場や株式会社以外の場合。 



 

○ 常用雇用者数 

常時雇用されている者をいい、次のような場合も含む。 

・一般職員と同じ給与規則により給与を受けている役員 

・当該法人が基本となる給与を支払っている出向者及び見習いや試用期間の社員 

・期間を定めずに雇用されている者 

・１か月以上の期間を定めて雇用されている者 

※平成 25 年 11 月と 12 月に、それぞれ 18 日以上雇用され、かつ調査日（平成 26 年１

月１日）にも継続して雇用されている者 

ただし、次のような場合は、常用雇用者数に含まれない。 

・外国にある支所・支社・支店などの従業員 

・人材派遣会社から派遣されている者 

・当該法人が基本となる給与を支払っていない出向者 
 
○ 本所・本社・本店の所在地（法人所在地） 

同一経営のすべての事業所を統括している事業所の所在地をいう。よって、商業登記簿上

と実際の本社機能を有している事業所の所在地が異なっている場合は、本社機能を有してい

る事業所の所在地となる。統計表では、「本社所在地」として表章している。 
 

○ 支所・支社・支店 

他の場所にある本所・本社・本店または同一経営の他の支所などの統括を受けて、法人の

雇用している従業員が常駐している事業所をいう。支所・支社・支店といわれているものの

ほか、例えば、営業所、出張所、従業者のいる倉庫・寮なども含まれる。ただし、以下の場

合は支所・支社・支店に含まれない。 

・外国にある支所・支社・支店など 

・百貨店やスーパーマーケットの中にある出店のうち、売り上げをその出店が自ら管理し

ないもの（テナントでないもの） 

・従業者の常駐していない事務所・詰所など 

・建設現場や現場仮事務所など 
統計表では、「支所」として表章している。 

 
○ 棚卸資産 

他者への販売を目的として所有している土地をいい、例えば、不動産業における商品とし

ての土地や、投資用の土地・マンションの敷地などが含まれる。法人の税務上、会計上の扱

いが「棚卸資産」になっているかどうかは問わない。 
 
○ 事業用資産 

棚卸資産以外の土地で、法人の事業のために必要な自社用、事業所用、工場用土地のほか、

社宅用、福利厚生施設用などの土地をいう。 
 

  



 

○ 未利用地 

調査対象が未利用地と判断したものであり、具体的には次のとおり。 
 

＜事業用資産の未利用地＞ 
事業として使用していない土地、又は現況が本来の事業目的に使用していない土地をいう。 

（例）・事務所用地として購入したが、すぐに建設する必要がなく、そのまま空き地になっ

ている土地 
・工業用地として購入したが、すぐに建設する必要がないので、とりあえず駐車場や

資材置場として利用している土地 
 

＜棚卸資産の未利用地＞ 
現況が他社への販売目的になっていない土地をいう。 

（例）・宅地造成を行い分譲する予定の土地が、宅地造成未着工となっている土地 
・建売住宅を建設し売却するために購入したが、未だに建設に取りかかっていない土

地 
 
○ 信託受益権 

信託とは、所有者が所有する資産を信託銀行などに移転し、その信託銀行などがその資産

を所有者の設定した目的に従って管理・処分することをいい、信託受益権とはその管理・処

分した際に得られる利益を受け取る権利のことをいう。本調査では、信託されている土地に

ついては、その土地の信託受益権を有している主体の所有土地とする。 
 
○ 圏域区分 

圏域区分は、次のとおりである。 
全国      三大都市圏       東京圏  ： 埼玉、千葉、東京、神奈川 

名古屋圏 ： 愛知、三重 
大阪圏  ： 京都、大阪、兵庫 

地 方 圏 ： 三大都市圏以外の道県 
 
○ 地域区分 

地域区分は、次のとおりである。 
北 海 道 ： 北海道 
東   北 ： 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 
関東・甲信 ： 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、静岡 
東   海 ： 岐阜、愛知、三重 
北   陸 ： 新潟、富山、石川、福井 
近   畿 ： 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 
中   国 ： 鳥取、島根、岡山、広島、山口 
四   国 ： 徳島、香川、愛媛、高知 
九州・沖縄 ： 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 



 

４ 業種分類 

本報告書における業種分類は、日本標準産業分類（第 12 回改定、平成 19 年 11 月総務省告

示第 618 号）に準拠している。なお、「法人土地・建物基本調査」（平成 20 年までは「法人土

地基本調査」）及び過去の企業土地調査の業種分類との対応関係は参考表のとおりである。 
 

日本標準産業分類第 12 回改定大・中分類項目対応表 

 



 

参考表 ｢土地動態調査｣､｢法人土地・建物基本調査｣及び｢企業の土地取得状況等に関する調査｣の 

業種分類対照表 

 

「企業の土地取得状況等に関する調査」 
（平成３年分調査まで） 

 

「企業の土地取得状況等に関する調査」 
（平成４年分調査から平成 21 年分調査まで） 

「企業の土地取得状況等に関する調査」 
（平成 22 年分調査から平成 23 年分調査まで） 

「法人土地基本調査」（平成 5、10、15、20 年実施） 
「平成 25 年法人土地・建物基本調査」 

（土地動態編：平成 24 年分調査） 

「平成 26 年土地動態調査」 統計表区分 
 「平成 26 年土地動態調査」（平成 25 年分調査） 

調査区分 

01 農林漁業、鉱業  01 農業 
02 林業 
03 漁業 
04 鉱業 

01 農業 
02 林業 
03 漁業 
04 鉱業、採石業、砂利採取業  

02 建設業 05 総合工事業  
06 その他の建設業  

05 総合工事業  
06 その他の建設業  

03 パルプ・紙・紙加工品製造業  11 パルプ・紙・紙加工品製造業  10 パルプ・紙・紙加工品製造業  

04 鉄鋼業・非鉄金属製造業  16 鉄鋼業 
17 非鉄金属製造業  

15 鉄鋼業 
16 非鉄金属製造業  

05 その他製造業  07 食料品製造業  
08 繊維工業（衣服、その他繊維製品を除く） 
09 衣服・その他繊維製品製造業  
10 木材・木製品製造業（家具を除く）  
12 印刷・同関連業  
13 化学工業  
14 石油製品・石炭製品製造業  
15 窯業・土石製品製造業  
18 金属製品製造業  
19 一般機械器具製造業  
20 電気機械器具製造業  
21 輸送用機械器具製造業  
22 精密機械器具製造業  
23 その他の製造業  

07 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業 
08 繊維工業  
09 木材・木製品製造業（家具を除く）  
11 印刷・同関連業  
12 化学工業  
13 石油製品・石炭製品製造業  
14 窯業・土石製品製造業  
17 金属製品製造業  
18 はん用・生産用・業務用機械器具製造業 
19 電気機械器具製造業  
20 輸送用機械器具製造業  
21 その他の製造業  

06 卸売業 31 卸売業 29 卸売業 

07 小売業 32 小売業 30 小売業 
08 金融業、保険業  33 金融業 

34 保険業 
31 金融業 
32 保険業 

09 不動産業（賃貸を含む）  35 不動産業  33 不動産業  
10 運輸業・通信業  26 通信業、情報サービス業  

28 鉄道業 
29 道路旅客・貨物運送業  
30 その他の運輸業  

24 通信業、情報サービス業  
26 鉄道業 
27 道路旅客・貨物運送業  
28 その他の運輸業  

11 電気業・ガス業・熱供給業・水道業  24 電気業 
25 ガス・熱供給・水道業  

22 電気業 
23 ガス・熱供給・水道業  

12 飲食業、サービス業  27 放送業、映像・音声・文字情報制作業  
36 飲食店 
37 宿泊業 
38 医療業、保健衛生  
39 社会保険・社会福祉・介護事業  
40 教育、学習支援業  
41 複合サービス事業  
42 専門サービス業  
43 生活関連サービス業  
44 娯楽業 
45 廃棄物処理業  
46 自動車整備業、機械等修理業  
47 その他の事業サービス業  
48 宗教 
49 その他のサービス業  

25 放送業、映像・音声・文字情報制作業  
34 物品賃貸業  
35 学術研究、専門・技術サービス業  
36 宿泊業 
37 飲食サービス業（平成 22 年分調査では飲食店） 
38 生活関連サービス業  
39 娯楽業 
40 教育、学習支援業  
41 医療業、保健衛生  
42 社会保険・社会福祉・介護事業  
43 複合サービス事業  
44 廃棄物処理業  
45 自動車整備業、機械等修理業  
46 その他の事業サービス業  
47 宗教 
48 その他のサービス業  

13 不明 50 不明 49 不明 

 

 

 



 

結果の概要 

 

 

 

１ 法人の土地所有状況 

平成 26年１月１日時点における資本金１億円以上の会社法人数は３万 895法人となっ

ており、このうち土地を所有する法人数は１万 8481 法人（全法人数の 59.8％）と６割

を占めている。 

これを資産区分別にみると、自社用、事業所用、工場用土地、社宅用、福利厚生施設

用等の「事業用資産」を所有している法人は１万 8267 法人（同 59.1％）、他者への販売

を目的として所有する「棚卸資産」を所有している法人は 1,654 法人（同 5.4％）とな

っている。（統計表１－１） 
 

表１ 資産区分別法人数・割合 

 

 

 

  

（単位）法人数：法人、割合：％

事 業用 資産 棚 卸 資 産

計 30,895 18,481 18,267 1,654 59.8 59.1 5.4

　注：　「事業用資産」と「棚卸資産」については重複回答がある。

事 業 用 資 産 棚 卸 資 産

法 人 数 割 合

法 人 数 計
土 地 を 所 有 し て い る 土 地 を 所 有 し て い る



 

業種別に法人数割合をみると、事業用資産では、「その他製造業」が 32.0％と最も高

く、次いで「飲食業、サービス業」が 15.0％、「卸売業」が 13.2％となっている。棚卸

資産では、「不動産業（賃貸を含む）」が 24.7％と最も高く、次いで「建設業」が 24.5％、

「その他製造業」が 17.5％となっている。（統計表１－１） 

 

表２ 業種別の資産区分別法人数・割合 

 
 

 

また、資本金別に土地を所有している法人数割合をみると、事業用資産、棚卸資産と

もに、資本金規模が大きくなるほど高くなる傾向がみられる。（統計表１－１） 

 

表３ 資本金別の資産区分別法人数・割合 

 
  

（単位）法人数：法人、割合：％

事業用資産 棚 卸 資 産

計 30,895 18,481 18,267 1,654 (100.0) 100.0 (59.8) 100.0 (59.1) 100.0 (5.4) 100.0

農林漁業、鉱業 216 119 119 7 (100.0) 0.7 (55.0) 0.6 (55.0) 0.6 (3.2) 0.4

建設業 1,601 1,307 1,276 405 (100.0) 5.2 (81.6) 7.1 (79.7) 7.0 (25.3) 24.5

パルプ･紙･紙加工品製造業 173 155 155 6 (100.0) 0.6 (89.3) 0.8 (89.3) 0.8 (3.2) 0.3

鉄鋼業･非鉄金属製造業 538 436 435 27 (100.0) 1.7 (81.0) 2.4 (80.8) 2.4 (5.0) 1.6

その他製造業 7,613 5,879 5,841 290 (100.0) 24.6 (77.2) 31.8 (76.7) 32.0 (3.8) 17.5

卸売業 4,064 2,425 2,403 144 (100.0) 13.2 (59.7) 13.1 (59.1) 13.2 (3.6) 8.7

小売業 1,766 1,150 1,147 67 (100.0) 5.7 (65.2) 6.2 (65.0) 6.3 (3.8) 4.0

金融業､保険業 1,552 463 453 31 (100.0) 5.0 (29.8) 2.5 (29.2) 2.5 (2.0) 1.9

不動産業（賃貸を含む） 2,714 2,057 1,976 408 (100.0) 8.8 (75.8) 11.1 (72.8) 10.8 (15.0) 24.7

運輸業･通信業 3,781 1,549 1,541 101 (100.0) 12.2 (41.0) 8.4 (40.8) 8.4 (2.7) 6.1

電気業･ガス業･熱供給業･水道業 346 187 187 6 (100.0) 1.1 (53.9) 1.0 (53.9) 1.0 (1.7) 0.4

飲食業､サービス業 6,529 2,754 2,734 162 (100.0) 21.1 (42.2) 14.9 (41.9) 15.0 (2.5) 9.8

不明 2 - - - (100.0) 0.0 (  - ) - (  - ) - ( - ) -

　注：１　「事業用資産」と「棚卸資産」については重複回答がある。

　　　２　(　)内の数値は、横計の割合を示す。

事 業 用 資 産 棚 卸 資 産

法 人 業 種　（12区分）

法 人 数 割 合

法 人 数 計 法 人 数 計
土 地 を 所 有 し て い る 土 地 を 所 有 し て い る

（単位）法人数：法人、割合：％

事 業用 資産 棚 卸 資 産

計 30,895 18,481 18,267 1,654 (100.0) 100.0 (59.8) 100.0 (59.1) 100.0 (5.4) 100.0

１億円以上～ ２億円未満 13,406 7,392 7,296 628 (100.0) 43.4 (55.1) 40.0 (54.4) 39.9 (4.7) 38.0

２億円　　～ ５億円 9,812 5,642 5,574 486 (100.0) 31.8 (57.5) 30.5 (56.8) 30.5 (5.0) 29.4

５億円　　～ 10億円 1,770 1,155 1,131 108 (100.0) 5.7 (65.2) 6.2 (63.9) 6.2 (6.1) 6.5

10億円　　～ 20億円 1,849 1,228 1,220 99 (100.0) 6.0 (66.4) 6.6 (65.9) 6.7 (5.3) 6.0

20億円　　～ 50億円 1,864 1,368 1,358 125 (100.0) 6.0 (73.4) 7.4 (72.9) 7.4 (6.7) 7.6

50億円　　～100億円 841 648 642 64 (100.0) 2.7 (77.1) 3.5 (76.4) 3.5 (7.6) 3.9

100億円以上 1,316 1,033 1,033 140 (100.0) 4.3 (78.5) 5.6 (78.5) 5.7 (10.7) 8.5

不明 37 15 14 3 (100.0) 0.1 (41.4) 0.1 (37.1) 0.1 (7.6) 0.2

　注：１　「事業用資産」と「棚卸資産」については重複回答がある。
　　　２　(　)内の数値は、横計の割合を示す。

事 業 用 資 産 棚 卸 資 産

資 本 金 （７区分）

法 人 数 割 合

法 人 数 計 法 人 数 計
土 地 を 所 有 し て い る 土 地 を 所 有 し て い る



 

常用雇用者数別に土地を所有している法人数割合をみると、事業用資産、棚卸資産と

もに、常用雇用者数規模が大きくなるほど高くなる傾向がみられる。（統計表１－１） 

 

表４ 常用雇用者数別の資産区分別法人数・割合 

 
 

 

本所・本社・本店（以下「本社」という）敷地の所有状況をみると、本社敷地を「単

独所有」している法人数の割合は 38.3％、「他の法人と共有」している法人数の割合は

3.6％、本社敷地を「所有していない」法人数の割合は 58.0％となっている。（統計表１

－４、１－５） 

 

図１ 本社敷地所有者の状況別法人数・割合 

 
  

（単位）法人数：法人、割合：％

事 業用 資産 棚 卸 資 産

計 30,895 18,481 18,267 1,654 (100.0) 100.0 (59.8) 100.0 (59.1) 100.0 (5.4) 100.0

　 ４人以下 2,757 1,124 1,084 99 (100.0) 8.9 (40.8) 6.1 (39.3) 5.9 (3.6) 6.0

 　５人～ 　９人 1,611 575 564 47 (100.0) 5.2 (35.7) 3.1 (35.0) 3.1 (2.9) 2.9

　 10人～   19人 2,275 828 806 95 (100.0) 7.4 (36.4) 4.5 (35.4) 4.4 (4.2) 5.7

   20人～　 29人 1,886 734 728 79 (100.0) 6.1 (38.9) 4.0 (38.6) 4.0 (4.2) 4.8

　 30人～   49人 2,921 1,458 1,424 165 (100.0) 9.5 (49.9) 7.9 (48.8) 7.8 (5.7) 10.0

　 50人～　 99人 4,692 2,800 2,782 231 (100.0) 15.2 (59.7) 15.2 (59.3) 15.2 (4.9) 14.0

　100人～　299人 7,539 5,329 5,276 439 (100.0) 24.4 (70.7) 28.8 (70.0) 28.9 (5.8) 26.5

　300人～　999人 4,927 3,721 3,703 308 (100.0) 15.9 (75.5) 20.1 (75.1) 20.3 (6.3) 18.6

1,000人～1,999人 1,263 1,028 1,018 106 (100.0) 4.1 (81.4) 5.6 (80.6) 5.6 (8.4) 6.4

2,000人～4,999人 688 590 590 50 (100.0) 2.2 (85.7) 3.2 (85.7) 3.2 (7.3) 3.0

5,000人以上 329 292 292 33 (100.0) 1.1 (88.7) 1.6 (88.7) 1.6 (10.1) 2.0

不明 6 1 1 1 (100.0) 0.0 (19.6) 0.0 (19.6) 0.0 (19.6) 0.1

　注：１　「事業用資産」と「棚卸資産」については重複回答がある。

　　　２　(　)内の数値は、横計の割合を示す。

事 業 用 資 産 棚 卸 資 産

常用雇用者数
（11区分）

法 人 数 割 合

法 人 数 計 法 人 数 計
土 地 を 所 有 し て い る 土 地 を 所 有 し て い る

単独所有

11,842法人
(38.3%)

他の法人と

共有

1,117法人
(3.6%)

所有して

いない

17,906法人
(58.0%)

不明

30法人
(0.1%)

法人数

30,895法人

（100％）



 

２ 所有土地の状況 

平成 26 年１月１日時点における資本金１億円以上の会社法人が所有する土地の総面

積は約 98 億 2400 万㎡で、これを資産区分別にみると、「事業用資産」が約 95 億 1500 万

㎡（法人総面積の 96.9％）、「棚卸資産」が約３億 900 万㎡（同 3.1％）となっている。 

また、１法人当たりの面積は 53.3 万㎡で、これを資産区分別にみると、「事業用資産」

が 52.1 万㎡、「棚卸資産」が 18.7 万㎡となっている。（統計表２－１） 

 

表５ 資産区分別面積・割合 

 
 

 

業種別に面積割合をみると、事業用資産では、「パルプ・紙・紙加工品製造業」が 26.1％

と最も高く、次いで「その他製造業」が 21.1％、「卸売業」が 10.5％となっている。棚

卸資産では、「建設業」が 32.1％と最も高く、次いで「不動産業（賃貸を含む）」が 24.9％、

「運輸業・通信業」が 23.3％となっている。（統計表２－１） 

 

図２ 業種別・事業用資産の面積割合     図３ 業種別・棚卸資産の面積割合 

 
 

  

（単位）法人数：法人、面積：万㎡、割合：％

資 産 区 分
（２区分）

法 人 数 面 積 面 積 割 合
１法人当たりの
面積

計 18,444 982,407 100.0 53.3

事 業 用 資 産 18,267 951,547 96.9 52.1

棚 卸 資 産 1,654 30,860 3.1 18.7

　注：１　この表は、所有土地の面積について回答のあった法人のみを集計している。

　　　２　「事業用資産」と「棚卸資産」の法人数については重複回答がある。

建設業
32.1%

不動産業（賃

貸を含む）
24.9%

運輸業・

通信業
23.3%

卸売業
7.7%

飲食業、

サービス業
5.4%

その他

製造業
5.4%

その他
1.2%

棚卸資産の

所有土地面積

３億860万㎡

（100％）

パルプ・

紙・

紙加工品

製造業
26.1%

その他

製造業
21.1%

卸売業
10.5%運輸業・

通信業
9.5%

飲食業、

サービス

業
9.0%

その他
23.8%

事業用資産の

所有土地面積

95億1547万㎡

（100％）



 

資本金別に面積割合をみると、事業用資産、棚卸資産ともに「100 億円以上」が最も

高くなっている。（統計表２－１） 

 

図４ 資産区分別の資本金別面積割合 

 
 

 

常用雇用者数別に面積割合をみると、事業用資産では、「5,000 人以上」が 29.4％と最

も高く、次いで「300～999 人」が 26.3％、「100～299 人」が 13.4％となっている。棚卸

資産では、「300～999 人」が 22.3％と最も高く、次いで「5,000 人以上」が 18.5％、「2,000

～4,999 人」が 14.4％となっている。（統計表２－１） 

 

図５ 資産区分別の常用雇用者数別面積割合 
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地域区分別に法人が所有する土地所在地の面積割合をみると、事業用資産では、「北海

道」が 34.5％と最も高く、次いで「関東・甲信」が 18.6％、「近畿」が 9.0％となって

いる。棚卸資産では、「関東・甲信」が 25.4％と最も高く、次いで「北海道」が 20.9％、

「東北」及び「近畿」が 12.8％、となっている。（統計表１－３） 

 

表６ 地域区分別の資産区分別面積・割合 

 

 

 

図６ 資産区分別の地域区分別面積割合 

 
 

  

（単位）面積：万㎡、割合：％

総 数 事業用資産 棚 卸 資 産 総 数 事業用資産 棚 卸 資 産

計 982,407 951,547 30,860 100.0 100.0 100.0

北海道 334,338 327,903 6,434 34.0 34.5 20.9

東北 82,006 78,060 3,945 8.3 8.2 12.8

関東・甲信 184,604 176,772 7,832 18.8 18.6 25.4

東海 82,700 80,310 2,390 8.4 8.4 7.7

北陸 35,856 35,533 323 3.6 3.7 1.0

近畿 89,504 85,568 3,937 9.1 9.0 12.8

中国 58,823 55,817 3,006 6.0 5.9 9.7

四国 41,345 41,099 245 4.2 4.3 0.8

九州・沖縄 65,965 64,431 1,534 6.7 6.8 5.0

不明 7,201 5,991 1,211 0.7 0.6 3.9

　注：　総数には資産区分不詳を含む。

土地所在地（地域区分）
（９区分）

面 積 割 合

34.5

20.9

8.2
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8.4

7.7

3.7

1.0

9.0
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5.9

9.7

4.3

0.8

6.8

5.0

0.6

3.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

事業用資産

棚卸資産

北海道 東北 関東・甲信 東海 北陸 近畿 中国 四国 九州・沖縄 不明



 

３ 土地の購入・売却の状況 

（１）土地を購入・売却した法人数 

平成 25 年１月１日から 12 月 31 日までの１年間に、資本金１億円以上の会社法人が土

地の購入または売却を行った移動区分別に法人数をみると、土地を購入した法人が 2,704

法人（全法人数３万 895 法人の 8.8％）、土地を売却した法人は 3,073 法人（同 9.9％）

となっている。 

これを資産区分別にみると、土地を購入した法人では「事業用資産」が 2,389 法人（購

入土地全法人数の 88.3％）、「棚卸資産」が 464 法人（同 17.2％）となっている。また、

土地を売却した法人では「事業用資産」が 2,565 法人（売却土地全法人数の 83.4％）、「棚

卸資産」が 715 法人（同 23.3％）となっている。（統計表３－６） 

 

表７ 資産区分別の移動区分別法人数・割合 

 
 

（２）購入・売却した土地の面積 

平成 25 年１月１日から 12 月 31 日までの１年間に、資本金１億円以上の会社法人が購

入または売却した移動区分別に土地の面積をみると、購入が約１億 5300 万㎡、売却が約

１億 3100 万㎡となっている。 

これを資産区分別にみると、購入土地面積では「事業用資産」が約１億 2900 万㎡（購

入土地総面積の 84.6％）、「棚卸資産」が約 2,300 万㎡（同 15.4％）となっている。売却

土地面積では「事業用資産」が約 9,400 万㎡（売却土地総面積の 72.2％）、「棚卸資産」

が約 3,600 万㎡（同 27.8％）となっている。（統計表３－１） 

 

表８ 資産区分別の移動区分別面積・割合 

 
  

（単位）法人数：法人、割合：％

法 人 数 割 合 法 人 数 割 合

計 2,704 100.0 3,073 100.0

事 業 用 資 産 2,389 88.3 2,565 83.4

棚 卸 資 産 464 17.2 715 23.3

　注：　「事業用資産」と「棚卸資産」については重複回答がある。

購 入 土 地 売 却 土 地
資 産 区 分
（２区分）

（単位）面積：万㎡、割合：％

面 積 割 合 面 積 割 合

計 15,255 100.0 13,063 100.0

事 業 用 資 産 12,908 84.6 9,434 72.2

棚 卸 資 産 2,348 15.4 3,628 27.8

資 産 区 分
（２区分）

購 入 土 地 売 却 土 地



 

業種別に面積割合をみると、事業用資産の購入では「その他製造業」が 38.3％と最も高

く、次いで「建設業」が 20.6％、「パルプ・紙・紙加工品製造業」が 15.1％となっている。

事業用資産の売却では「その他製造業」が 54.1％と最も高く、次いで「小売業」が 14.8％

となっている。（統計表３－４） 

 

図７ 業種別事業用資産の購入面積割合   図８ 業種別事業用資産の売却面積割合 

 

 

 

また、棚卸資産の購入では「不動産業（賃貸を含む）」が 71.8％と最も高く、次いで

「建設業」が 18.6％、「卸売業」が 8.7％となっている。棚卸資産の売却では「不動産業

（賃貸を含む）」が 42.5％と最も高く、次いで「運輸業・通信業」が 24.6％、「建設業」

が 23.3％となっている。（統計表３－４） 

 

図９ 業種別棚卸資産の購入面積割合    図 10 業種別棚卸資産の売却面積割合 
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資本金別の面積割合をみると、事業用資産の購入・売却とも「100 億円以上」が最も

高くなっている。棚卸資産の購入では「１～２億円」が 46.4％と最も高く、売却では「100

億円以上」が 56.9％と最も高くなっている。（統計表３－４） 

 

図 11 移動区分別・資産区分別の資本金別面積割合 

 
 

 

常用雇用者数別の面積割合をみると、事業用資産の購入では「300～999 人」が 48.1％

と最も高く、売却では「1,000～1,999 人」が 23.6％と最も高くなっている。棚卸資産の

購入では「５～９人」が 26.8％と最も高く、売却では「2,000～4,999 人」が 25.7％と

最も高くなっている。（統計表３－４） 

 

図 12 移動区分別・資産区分別の常用雇用者数別面積割合 
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（３）購入・売却した土地の帳簿価格 

平成 25 年１月１日から 12 月 31 日までの１年間に、資本金１億円以上の会社法人が購

入または売却した移動区分別に土地の帳簿価格をみると、購入が約４兆 1200 億円、売却

が３兆 2800 億円となっている。 

これを資産区分別にみると、購入土地帳簿価格では「事業用資産」、「棚卸資産」とも

に約２兆 600 億円（購入土地帳簿価格総額の 50.0％）となっている。売却土地帳簿価格

では「事業用資産」が約１兆 1100 億円（売却土地帳簿価格総額の 33.9％）、「棚卸資産」

が約２兆 1700 億円（同 66.1％）となっている。（統計表３－２） 

 

表９ 資産区分別の移動区分別帳簿価格・割合 

 

 

 

業種別に帳簿価格割合をみると、事業用資産の購入では「不動産業（賃貸を含む）」が

29.6％と最も高く、次いで「卸売業」が 19.1％、「小売業」が 11.4％となっている。事

業用資産の売却では「不動産業（賃貸を含む）」が 30.5％と最も高く、次いで「その他

製造業」が 21.5％、「小売業」が 10.9％となっている。（統計表３－５） 

 

図 13 業種別購入事業用資産の帳簿価格割合 図 14 業種別売却事業用資産の帳簿価格割合 

 
 

  

（単位）帳簿価格：百万円、割合：％

帳 簿 価 格 割 合 帳 簿 価 格 割 合

計 4,120,367 100.0 3,283,637 100.0

事 業 用 資 産 2,060,222 50.0 1,111,609 33.9

棚 卸 資 産 2,060,145 50.0 2,172,028 66.1

資 産 区 分
（２区分）

購 入 土 地 売 却 土 地

不動産

業（賃貸

を含む）
29.6%

卸売業
19.1%小売業

11.4%

その他

製造業
9.8%

飲食業、

サービス業
8.9%

その他
21.2%

事業用資産

の購入土地

帳簿価格

２兆602億円

（100％）

不動産

業（賃貸

を含む）
30.5%

その他

製造業
21.5%

小売業
10.9%

金融業、

保険業

9.2%

飲食業、

サービス業
8.5%

その他
19.4%

事業用資産

の売却土地

帳簿価格

１兆1116億円

（100％）



 

また、棚卸資産の購入では「不動産業（賃貸を含む）」が 84.3％と最も高く、次いで

「建設業」が 9.8％となっている。棚卸資産の売却では「不動産業（賃貸を含む）」が 78.9％

と最も高く、次いで「建設業」が 12.7％となっている。棚卸資産については上位２業種

の購入・売却に占める割合が全体の９割以上を占めている。（統計表３－５） 

 

図 15 業種別購入棚卸資産の帳簿価格割合   図 16 業種別売却棚卸資産の帳簿価格割合 

 
 

 

（４）購入・売却した土地の売買区画数 

平成 25 年１月１日から 12 月 31 日までの１年間に、資本金１億円以上の会社法人が購

入または売却した移動区分別に土地の売買区画数をみると、購入が約５万 3000 区画、売

却が約６万 5900 区画となっている。 

これを資産区分別にみると、購入土地区画数では「事業用資産」が約 6,100 区画（購

入土地総区画数の 11.5％）、「棚卸資産」が約４万 6900 区画（同 88.5％）となっている。

売却土地区画数では「事業用資産」が約１万区画（売却土地総区画数の 15.2％）、「棚卸

資産」が約５万 5800 区画（同 84.8％）となっている。（統計表３－３） 

 

表 10 資産区分別の移動区分別売買区画数・割合 

 

  

不動産業（賃貸を含む）
84.3%

建設業
9.8%

卸売業

3.9%

運輸業・

通信業
1.3%

飲食業、

サービス業
0.4%

その他
0.3%

棚卸資産

の購入土地

帳簿価格

２兆601億円

（100％）

不動産業（賃貸を含む）
78.9%

建設業
12.7%

卸売業
3.7%

運輸業・

通信業
3.7%

金融業、

保険業
0.3%

その他
0.7%

棚卸資産

の売却土地

帳簿価格

２兆1720億円

（100％）

（単位）区画数：区画、割合：％

区 画 数 割 合 区 画 数 割 合

計 53,046 100.0 65,850 100.0

事 業 用 資 産 6,099 11.5 10,004 15.2

棚 卸 資 産 46,947 88.5 55,846 84.8

資 産 区 分
（２区分）

購 入 土 地 売 却 土 地



 

４ 利用・未利用の状況 

平成 26 年１月１日時点における資本金１億円以上の会社法人が所有する土地の利用

状況をみると、「利用地面積」が約 92 億 300 万㎡（法人総面積の 93.7％）、「未利用地面

積」が６億 2100 万㎡（同 6.3％）となっている。 

これを資産区分別に所有する土地の利用状況をみると、事業用資産では「利用地面積」

が約 90 億 2400 万㎡（事業用資産総面積の 94.8％）、「未利用地面積」が約４億 9200 万

㎡（同 5.2％）となっている。また、棚卸資産では「利用地面積」が約１億 7900 万㎡（棚

卸資産総面積の 58.1％）、「未利用地面積」が約１億 2900 万㎡（同 41.9％）となってい

る。（統計表４－１） 

 

表 11 所有土地の利用状況別の資産区分別面積・割合 

 

 

 

業種別に未利用地面積の割合をみると、事業用資産では「その他製造業」が 30.5％と

最も高く、次いで「飲食業、サービス業」が 26.2％、「運輸業・通信業」が 13.6％とな

っており、上位３業種で全体の７割を占めている。棚卸資産では「運輸業・通信業」が

33.5％と最も高く、次いで「建設業」が 32.1％、「不動産業（賃貸を含む）」が 17.0％と

なっており、上位３業種で全体の８割を占めている。（統計表４－２） 

 

図 17 業種別･事業用資産の        図 18 業種別･棚卸資産の 

未利用地面積割合             未利用地面積割合 

   
  

（単位）面積：万㎡、割合：％

総 数 事業用資産 棚 卸 資 産 総 数 事業用資産 棚 卸 資 産

計 982,407 951,547 30,860 100.0 100.0 100.0

利　用 920,319 902,375 17,944 93.7 94.8 58.1

未利用 62,088 49,172 12,916 6.3 5.2 41.9

所有土地の利用状況
（２区分）

面 積 割 合
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（100％）
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33.5%
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その他

製造業
5.7%

その他
1.9%

棚卸資産の

未利用地面積

１億2916万㎡

（100％）



 

一方、業種別に所有土地総面積に対する未利用地面積の割合をみると、事業用資産で

は「飲食業、サービス業」が 15.1％と最も高く、次いで「金融業、保険業」が 12.4％、

「不動産業（賃貸を含む）」が 8.6％となっている。棚卸資産では「金融業、保険業」が

80.1％と最も高く、次いで、「パルプ・紙・紙加工品製造業」が 61.8％、「運輸業・通信

業」が 60.2％となっている。（統計表４－３） 

 

表 12 業種別の資産区分別未利用地面積・割合 

 

 

 

資本金別に所有土地総面積に対する未利用地面積の割合をみると、事業用資産では「５

～10 億円」が 28.8％と最も高く、次いで「20～50 億円」が 12.7％、「10～20 億円」が

9.3％となっている。棚卸資産では「10～20 億円」が 71.6％と最も高く、次いで「20～

50 億円」が 48.4％、「100 億円以上」が 46.3％となっている。（統計表４－３） 

 

表 13 資本金別の資産区分別未利用地面積・割合 

  

 
  

（単位）面積：万㎡、割合：％

未利用地 未利用地 未利用地

計 982,407 62,088 6.3 951,547 49,172 5.2 30,860 12,916 41.9

農林漁業、鉱業 30,704 1,035 3.4 30,692 1,035 3.4 12 0 0.0

建設業 79,754 7,066 8.9 69,832 2,920 4.2 9,921 4,146 41.8

パルプ･紙･紙加工品製造業 248,260 1,609 0.6 248,245 1,600 0.6 15 9 61.8

鉄鋼業･非鉄金属製造業 21,748 333 1.5 21,589 312 1.4 158 21 13.4

その他製造業 202,236 15,744 7.8 200,574 15,009 7.5 1,662 735 44.2

卸売業 101,964 4,205 4.1 99,591 2,934 2.9 2,374 1,271 53.5

小売業 14,486 1,131 7.8 14,456 1,123 7.8 30 8 27.3

金融業､保険業 3,383 522 15.4 3,233 402 12.4 150 120 80.1

不動産業（賃貸を含む） 51,349 5,956 11.6 43,667 3,760 8.6 7,683 2,196 28.6

運輸業･通信業 97,610 11,032 11.3 90,426 6,709 7.4 7,185 4,323 60.2

電気業･ガス業･熱供給業･水道業 43,971 476 1.1 43,971 476 1.1 0 0 -

飲食業､サービス業 86,942 12,980 14.9 85,270 12,893 15.1 1,671 87 5.2

不明 - - - - - - - - -

法 人 業 種　（12区分）

総 数 事 業 用 資 産 棚 卸 資 産

面 積
未利用地
の 割 合

面 積
未利用地
の 割 合

面 積
未利用地
の 割 合

（単位）面積：万㎡、割合：％

未利用地 未利用地 未利用地

計 982,407 62,088 6.3 951,547 49,172 5.2 30,860 12,916 41.9

１億円以上～ ２億円未満 141,125 10,360 7.3 134,734 9,386 7.0 6,392 973 15.2

２億円　　～ ５億円 119,341 8,548 7.2 117,007 7,732 6.6 2,334 817 35.0

５億円　　～ 10億円 23,380 6,775 29.0 23,048 6,643 28.8 332 132 39.9

10億円　　～ 20億円 25,382 4,884 19.2 21,337 1,987 9.3 4,045 2,897 71.6

20億円　　～ 50億円 48,007 6,978 14.5 45,564 5,795 12.7 2,443 1,183 48.4

50億円　　～100億円 38,844 1,510 3.9 37,667 1,135 3.0 1,177 375 31.9

100億円以上 586,174 23,032 3.9 572,045 16,492 2.9 14,129 6,540 46.3

不明 154 1 0.4 146 1 0.4 9 0 0.0

棚 卸 資 産

未利用地
の 割 合

面 積面 積
未利用地
の 割 合

面 積
未利用地
の 割 合

資 本 金　（７区分）

総 数 事 業 用 資 産



 

常用雇用者数別に所有土地総面積に対する未利用地面積の割合をみると、事業用資産

では「50～99 人」が 17.4％と最も高く、次いで「1,000～1,999 人」が 8.1％となってい

る。棚卸資産では「300～999 人」が 57.8％と最も高く、次いで「30～49 人」が 57.7％、

「４人以下」が 54.2％となっている。（統計表４－３） 

 

表 14 常用雇用者数別の資産区分別未利用地面積・割合 

   

 

 

圏域区分別に未利用地面積をみると、三大都市圏が１億 2100 万㎡（未利用地総面積の

19.4％）、地方圏が約４億 9900 万㎡（同 80.4％）となっており、地方圏が全体の８割を

占めている。 

また、圏域区分別に所有土地総面積に対する未利用地面積の割合をみると、事業用資

産、棚卸資産ともに三大都市圏と地方圏は同程度となっている。（統計表４－４） 

 

表 15 圏域区分別の資産区分別未利用地面積・割合 

  

（単位）面積：万㎡、割合：％

未利用地 未利用地 未利用地

計 982,407 62,088 6.3 951,547 49,172 5.2 30,860 12,916 41.9

　 ４人以下 31,621 1,309 4.1 30,834 882 2.9 787 427 54.2

 　５人～ 　９人 6,944 329 4.7 6,298 201 3.2 647 128 19.8

　 10人～   19人 7,012 326 4.6 6,470 236 3.7 542 89 16.5

   20人～　 29人 11,663 266 2.3 11,580 252 2.2 83 14 16.6

　 30人～   49人 26,847 2,313 8.6 24,177 771 3.2 2,670 1,542 57.7

　 50人～　 99人 57,847 10,029 17.3 56,180 9,770 17.4 1,668 259 15.5

　100人～　299人 131,846 7,269 5.5 127,533 7,092 5.6 4,312 177 4.1

　300人～　999人 257,012 16,711 6.5 250,120 12,731 5.1 6,892 3,981 57.8

1,000人～1,999人 49,948 5,112 10.2 46,863 3,786 8.1 3,085 1,326 43.0

2,000人～4,999人 116,351 9,640 8.3 111,901 7,551 6.7 4,450 2,089 46.9

5,000人以上 285,311 8,784 3.1 279,588 5,900 2.1 5,724 2,885 50.4

不明 3 0 0.0 3 0 0.0 0 0 -

常用雇用者数
（11区分）

総 数 事 業 用 資 産 棚 卸 資 産

面 積
未利用地
の 割 合

面 積
未利用地
の 割 合

面 積
未利用地
の 割 合

（単位）面積：万㎡、割合：％

未利用地 未利用地 未利用地

計 982,407 62,088 6.3 951,547 49,172 5.2 30,860 12,916 41.9

三大都市圏計 170,722 12,052 7.1 161,741 8,245 5.1 8,981 3,807 42.4

東京圏 69,333 4,496 6.5 64,971 3,565 5.5 4,362 931 21.3

名古屋圏 48,400 4,438 9.2 46,212 2,978 6.4 2,189 1,461 66.7

大阪圏 52,989 3,117 5.9 50,558 1,702 3.4 2,430 1,415 58.2

地方圏 804,417 49,888 6.2 783,752 40,880 5.2 20,666 9,008 43.6

不明 7,201 148 2.1 5,991 46 0.8 1,211 102 8.4

土 地 所 在 地
（圏 域 区 分）

（６区分）

総 数 事 業 用 資 産 棚 卸 資 産

面 積
未利用地
の 割 合

面 積
未利用地
の 割 合

面 積
未利用地
の 割 合





第 1面 

土地を所有していない 

 

 

 

 

 

土地を所有している 

 

 

 

 
 

ご所属課名                                記入者ご氏名                                           

電話（代表）     －     －         （直通）     －     －         FAX     －     －         

１ 組織形態 

貴法人の組織形態について、当てはまる番号を回答欄 

に記入してください。 

２ 法人の名称 

名称が異なっている場合は訂正してください。 

 

 

３ 法人の本所・本社・本店の所在地 

所在地が異なっている場合は訂正してください。 

４ 資本金、出資金又は基金の額 

資本金、出資金又は基金の額について、当てはまる 

番号を回答欄に記入してください。 

５ 常用雇用者数 

支所・支社・支店を含めた貴法人全体の常用雇用者数 

（1ヶ月以上雇用しているパートタイマーも含みます。） 

について、当てはまる番号を回答欄に記入してください。

６ 業種 

支所・支社・支店を含めた貴法人全体の主な事業の種類について、 

「調査票の記入について」にある業種分類表により決定し、回答欄 

に記入してください。 

 
７ 支所・支社・支店の数 

支所・支社・支店の数を回答欄に記入してください。 

支所・支社・支店とは、法人の従業員が常駐して 

いるものをいい、営業所、出張所、工場、研究所や、 

従業員が常駐している倉庫、寮、有人駅なども含みます。 

土地の購入および 

売却をしていない 

８ 所有する土地の有無 

平成●●年 1 月 1 日現在で、土地 

を所有しているかどうかを記入 

してください。 

 

 

 

 

 

 

注：所有しているとは、貴法人名義 

の土地のことであり、借地権や関連 

会社名義の土地ではありません。 

注：信託されている土地については、 

その土地の信託受益権を有している 

法人の所有土地とします。 
→調査はこれで終わりです。 

土地の購入又は 

売却をした １０ 土地の購入・売却の有無 

平成●●年１月１日から平成●●年 12 月 31 日 

までの間に、土地の購入又は売却をしましたか。

 
 

 

注：この期間に行ったすべての土地の購入、売却

について回答してください。 

→ 第２面以降の記入を 

お願いします。 

 

→第４面の記入をお願い 

します。 

 

 

 一般統計調査         平成●●年1月1日現在で   で囲まれた部分を記入してください。 
 

平 成 ● ● 年  国 土 交 通 省 

  土 地 動 態 調 査  調 査 票 

 

 

 

Ⅰ 貴法人について 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 土地の所有状況について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 株式会社（有限会社含む） 

2 合名会社・合資会社 

3 合同会社 

4 相互会社 

該当する 
番号を記入 

1 1～2億円未満 

2 2～5億円未満 

3 5～10億円未満 

4 10～20億円未満 

5 20～50億円未満 

6 50～100億円未満 

7 100億円以上 該当する 
番号を記入  

1 4人以下 

2 5～9人 

3 10～19人 

4 20～29人 

5 30～49人 

6 50～99人 

7 100～299人 

8 300～999人 

9 1,000～1,999人 

10 2,000～4,999人 

11 5,000人以上 

該当する 
番号を記入 

業種コード  業種名 

    

※上記業種が異なっている場合のみ、業種名及び業種コードを
訂正してください。 

支所・支社・支店が ある  
千 百 十 一

秘 （総務大臣承認）

（フリガナ） 

      

 

（法人番号） 

 

該当する方に 
✓印でチェック 
してください 

該当する方に 
✓印でチェック 
してください 

箇
所

支所・支社・支店が ない 

 本調査は、統計法に基づく一般統計調査です。秘密の保護には万全を期していますので、ありのままを記入してください。 

 ご記入にあたっては、同封した「調査票の記入について」を参照してください。 

 平成●●年8 月4 日までに着くように、返信用封筒に入れて投函してください。 

 本調査はオンラインでの回答も可能です。オンライン回答にあたっては、同封した「調査票の記入について」を参照してください。 

 

政府統計コード CVCL 

調査対象者ＩＤ ●●●●●●●●● 

確認コード ●●●●●●●● 

 

該当する方に 
✓印でチェック 
してください 

 

 

 

９ うち本所・本社・本店の敷地所有状況 

1 貴法人が単独で所有 

2 貴法人が他の法人・個人と共有 

3 貴法人以外が所有 

  

 

             

該当する 

番号を記入 
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第 2面 

Ⅲ 貴法人の所有する土地について 

１１ 貴法人の所有する土地の都道府県別資産別面積および未利用地の面積 

平成●●年１月１日現在において所有する土地の「都道府県別資産別面積」および「未利用地の面積」について記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県 

【事業用資産】（自社用等土地） 【たな卸資産】（販売を目的として所有する土地） 

面 積（千㎡） うち未利用地 面 積（千㎡） うち未利用地 

十
億 億 千

万 

百
万 

十
万 万 千

㎡ 

 
 
十
億 億 千

万 

百
万 

十
万 万 千

㎡ 

十
億 億 千

万 
百
万 
十
万 万 千

㎡ 

 十
億 億 千

万 

百
万 

十
万 万 千

㎡ 

01  

       

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

02  

       
,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

03  

       
,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

04  

       
,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

05  

       
,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

06  

       

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

07  

       

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

08  

       
,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

09  

       
,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

10  

       
,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

11  

       
,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

12  

       

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

13  

       

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

14  

       
,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

15  

       
,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

16  

       
,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

17  

       
,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

18  

       

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

19  

       

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

20  

       
,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

21  

       
,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

22  

       
,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

23  

       
,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

24  

       

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

<用語について> 

●｢事業用資産｣とは、貴法人の事業のために必要な自社用、事業所用、工場用土地のほか、社宅用、福利厚生施設用などの土地をいいます。 

●｢たな卸資産｣とは、他者への売却を目的とした所有土地をいい、例えば、不動産業における商品としての土地や投資用マンションの敷地などをいいます。 

●｢未利用地｣とは、 

・事業用資産においては、空き地など事業として使用していない土地、又は現況が本来の目的に使用していない土地（例：事務所用地として購入したが現況

が駐車場や資材置き場となっている土地）が｢未利用地｣に該当します。 

・たな卸資産においては、現況が本来の目的になっていない土地（例：宅地造成を行い分譲する予定の土地が宅地造成未着工となっている土地）が｢未利用

地｣に該当します。        

・未利用地であるか否かは、区画（同一用途のまとまった土地）単位で判断してください。 

 

富 山 

石 川 

岐 阜 

山 梨 

茨 城 

栃 木 

群 馬 

千 葉 

埼 玉 

福 井 

静 岡 

長 野 

東 京 

神 奈 川 

新 潟 

三 重 

愛 知 

青 森 

岩 手 

北 海 道 

宮 城 

秋 田 

山 形 

福 島 
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第 3面 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

都道府県 

【事業用資産】（自社用等土地） 【たな卸資産】（販売を目的として所有する土地） 

面 積（千㎡） うち未利用地 面 積（千㎡） うち未利用地 

十
億 億 千

万 

百
万 

十
万 万 千

㎡ 

 
 
十
億 億 千

万 

百
万 

十
万 万 千

㎡ 

 十
億 億 千

万 

百
万 

十
万 万 千

㎡ 

 十
億 億 千

万 

百
万 

十
万 万 千

㎡ 

25  

       
,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

26  

       
,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

27  

       

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

28  

       

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

29  

       
,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

30  

       
,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

31  

       
,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

32  

       
,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

33  

       

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

34  

       

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

35  

       
,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

36  

       
,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

37  

       
,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

38  

       
,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

39  

       

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

40  

       

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

41  

       
,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

42  

       
,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

43  

       
,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

44  

       

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

45  

       

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

46  

       
,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

47  

       
,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡  

合 計 
       

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡        

,000 

 ㎡ 

        平成●●年１月１日から平成●●年12 月31 日までの間に土地の購入又は売却をした    →第４面を記入してください。 
 

平成●●年１月１日から平成●●年12 月31 日までの間に土地の購入及び売却をしていない →調査はこれで終わりです。

<記入単位について> 

●面積は、百㎡の位を四捨五入し、 

千㎡単位でご記入ください。 

●１坪は、3.3㎡に換算。その他の単位も 

㎡単位に換算してください。 

●帳簿価格は、十万円の位を四捨五入し、 

百万円単位でご記入ください。 

（例）15,600 ㎡ → 16(千㎡)  （例）1坪 →   3.3㎡ (例) 7,654万円 → 77(百万円) 

     5,300 ㎡ →  5(千㎡) 1畝 →    99㎡      1,234万円 → 12(百万円) 

        800 ㎡ →  1(千㎡)      1反 →   992㎡         90万円 →  1(百万円) 

        450 ㎡ →  0(千㎡)      1町 → 9,917㎡         48万円 →  0(百万円) 
 

<各欄の記入について>   

●都道府県ごとの数値を集計した値と合計の欄は必ずしも一致しません。 

 (例) 東京に600㎡、神奈川に800㎡で合計1,400㎡の土地を所有している場合の回答は、東京１(千㎡)、神奈川１(千㎡)、合計１(千㎡)、となります。 

東京の「１」と神奈川の「１」を足して「２」とならないことにご注意ください。 

●千㎡に満たない部分を四捨五入した結果、面積が0千㎡となる場合は、その欄に「0」と明記してください。 合計欄も忘れずに記入してください。 

 
該当する方に 
✓印でチェック 
してください  

鹿 児 島 

沖 縄 

滋 賀 

京 都 

大 阪 

兵 庫 

 

奈 良 

和 歌 山 

鳥 取 

島 根 

岡 山 

広 島 

 

山 口 

徳 島 

香 川 

愛 媛 

高 知 

福 岡 

 

佐 賀 

長 崎 

熊 本 

大 分 

宮 崎 
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第 4面 

Ⅳ 土地の購入・売却の状況について 

１２ 購入・売却した土地について 

平成●●年１月１日から平成●●年 12 月31 日までの間に購入又は売却した土地の面積、帳簿価格および売買区画数について 

記入してください。この期間に行ったすべての土地の購入、売却について記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２-（1） 事業用資産 （自社用等土地） 

項目 事業用資産（自社用等土地） 

面積（千㎡） 帳簿価格（百万円） 売買区画数  

区分  十億 億 千万 百万 十万 万 千 

 

千億 百億 十億 億 千万 百万 

 

千 百 十 一 

 

１年間の 

土地移動 

状況 
 

[平成●●年

1月1日～ 

平成●●年

12月31日] 

(a)購入した土地 
       

,000 
 ㎡       

00万円 
    

区画 

 
うち所有権は有しないが
信託受益権を有する土地        

,000 
 ㎡       

00万円 
    

区画 

(b)売却した土地 
       

,000 
 ㎡       

00万円 
    

区画 

 
うち所有権は有しないが
信託受益権を有する土地        

,000 

 ㎡       
00万円 

    
区画 

１２-（2） たな卸資産 （販売を目的として所有する土地） 

項目 たな卸資産（販売を目的として所有する土地） 

面積（千㎡） 帳簿価格（百万円） 売買区画数  

区分  十億 億 千万 百万 十万 万 千 

 

千億 百億 十億 億 千万 百万 

 

千 百 十 一 

 

１年間の 

土地移動 

状況 
 

[平成●●年

1月1日～ 

平成●●年

12月31日] 

(a)購入した土地 
       

,000 
 ㎡       

00万円 
    

区画 

 
うち所有権は有しないが
信託受益権を有する土地        

,000 
 ㎡       

00万円 
    

区画 

(b)売却した土地 
       

,000 
 ㎡       

00万円 
    

区画 

 
うち所有権は有しないが
信託受益権を有する土地        

,000 

 ㎡       
00万円 

    
区画 

 

 

 

  

－ご協力ありがとうございました－ 

提出期限は、平成●●年８月４日です。期限内の回答をお願い致します。 

後日、調査票の記入内容について、確認・照会をさせて頂く場合もありますので、 

できましたら記入した調査票のコピー（控え）の保管をお願い致します。 

<用語について> 

●「売買区画数」の区画とは、同一用途で使用している（使用予定の）まとまった土地のことです。 

 

●｢信託受益権｣の信託とは、所有者が所有する資産を信託銀行などに移転し、その信託銀行などがその資産を所有者の設定した目的に従っ

て管理・処分することをいい、信託受益権とはその管理・処分した際に得られる利益を受け取る権利のことをいいます。 
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